
千葉県奨学資金貸付金返還金等の債権回収業務委託に係るプロポーザル募集要項 

 

 

１ 委託業務の名称 

  千葉県奨学資金貸付金返還金等の債権回収業務委託 

 

２ 委託対象債権の種類及び金額 

  千葉県奨学資金貸付金返還金及び延滞利息 約１００，０００，０００円 

  なお、委託額については回収状況等により追加・減額する場合がある。 

 

３ 業務の概要 

  別添「千葉県奨学資金貸付金返還金等の債権回収業務委託仕様書」のとおり 

 

４ 参加資格 

  本プロポーザルの参加資格は、参加申請書の提出日において、次に掲げる要件を全て 

満たす者とする。 

（１）債権管理回収業に関する特別措置法（平成１０年法律第１２６号。以下「サービ  

サー法」という。）第３条の規定による法務大臣の許可を受けた債権管理回収業者、

弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）第４条に規定する弁護士又は同法第３０条  

の２に規定する弁護士法人のいずれかであること。 

（２）債権管理回収業者にあっては、サービサー法第２３条の規定による改善命令を受 

けていないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな  

い者であること。 

（４）千葉県から入札参加資格（指名）停止を受けている期間が含まれないこと。 

（５）千葉県から「物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領」に基づく入札参加  

除外措置を受けている期間が含まれないこと。 

 

５ スケジュール 

（１）公募               令和７年１１月 ４日(火) 

～令和７年１２月 ３日(水)１７時まで 

（２）質疑の締め切り           令和７年１１月２１日(金)１７時まで 

（３）質疑に対する回答               令和７年１１月２８日(金) 

（４）参加申請の締め切り               令和７年１２月 ３日(水)１７時まで 

（５）書類審査結果及びプレゼン         令和７年１２月１０日(水) 

   テーション実施日時の通知 

（６）プレゼンテーションの実施          令和７年１２月１９日(金) 

（７）プレゼンテーションの結果通知   令和８年 １月 ９日(金) 



６ 参加手続 

（１）企画提案書等の提出 

  参加希望者は以下の書類を提出する。 

  ア 提出書類及び提出部数 

    （ア）参加申請書（様式１） １部 

    （イ）許可証等の写し １部 

     債権管理回収業者の場合は、サービサー法第３条に規定する法務大臣の許可    

証の写し。弁護士又は弁護士法人の場合は、その事実が分かる書類。 

    （ウ）企画提案書  ６部 

    企画提案書の仕様は以下のとおりとする。 

    （a）原則としてＡ４サイズ縦で１０ページ以内（表紙を除く）とする。 

    （b）資料には社名等を記載しないこと（ただし、弁護士、弁護士法人、債権       

管理回収業者の別は記載すること）。 

    （c）記載項目 

            以下の全項目について、それぞれ示すこと。 

① 業務実施の考え方 

・債権額が少額な者や対応が不誠実な者に対してどのように回収業務を 

実施するのか（※効率性だけでなく、公平性にも配慮できるか）。 

      ・生活困窮者等に対して、生活への支障が生じないようどのように配慮 

するのか。 

② 業務処理方法 

・催告を実施する際の方法（電話、文書、訪問等）とその実施頻度はどうか。 

・電話や訪問について、土・日・祝日や夜間にも実施するのか。その場合、

実施基準と頻度はどうか。 

           ・行方不明、連絡先不明者らの所在調査は、どのように実施するのか。 

            また、本委託と類似の委託を受け、この調査で想定される手法を用いて調 

査を実施した場合、その判明した割合はどうであったか。 

      ・債務者から返還金を受領する方法（現金回収、銀行振込、コンビニ収納 

等）はどうか。 

           ・債権回収の手法について、ノウハウを生かした独自の提案があるか。 

      ・債務者からの相談、問合せ、苦情等へ対応するため相談窓口を設置して 

いるか。その場合、対応人数、曜日や時間帯はどうか。 

      ・相談窓口での主な相談・苦情の内容と、苦情があった場合の処理フロー 

 はどうか。 

③ 業務実施体制 

  ・債権回収のための全国の拠点の状況、対応にあたる組織と人員の状況等 

   はどうか。 

          ・担当者の業務進捗管理及び担当者に対するサポート体制はどうか。 



      ・指揮命令系統はどうか。また、県との円滑な連絡調整のための体制は 

どうか。 

      ・個人情報保護のための取り組みとしてどのようなことを行っているか 

（認証を受けている等）。 

      ・法令遵守のための取り組みとしてどのようなことを行っているか（マ 

ニュアルの整備、内部管理体制の構築、教育・訓練、内部監査等の 

チェック機能等）。 

④ 職員の専門性 

           ・対応する職員の経験年数、研修の受講履歴、回収実績等はどうか。 

      ・業務水準の向上及び均質化を図るための研修、勉強会等の実施状況は 

どうか。 

⑤ 成功報酬率 

・％表記とし、小数点第一位まで記載すること。なお、３０．０％を超える 

 場合は失格とする。 

・消費税別とすること。 

⑥ 業務受託実績 

  ・過去に国や地方公共団体から業務を受託した実績があるか。その場合、 

   実施時期、内容、取扱件数、回収実績等はどうか。 

⑦ その他 

            ・セールスポイント等、特に記載したい事項。 

      （d）その他留意事項 

        ① 提出された企画提案書は、返還しない。 

            ② 提出された全ての書類は、千葉県情報公開条例（平成１２年千葉県条例 

      第６５号）に基づき情報公開の対象文書となる。 

          ③ 参加に必要な経費は、参加者の負担とする。  

  イ 提出先及び提出期限 

    （ア）提出先 〒２６０－８６６２ 千葉県千葉市中央区市場町 1番 1号 

                 千葉県教育庁企画管理部財務課 育英班 

    （イ）提出期限  令和７年１２月 ３日（水）１７時必着 

    （ウ）提出方法 持参又は郵送 

    （エ）受付時間 平日９時から１７時まで（土曜・日曜及び祝日を除く。） 

   

（２）質疑応答 

  ア 質疑がある場合は、電子メールで行うこと。送信先：kyzai7@mz.pref.chiba.lg.jp 

  イ 質疑に係る様式は任意とする。 

  ウ 件名は「千葉県奨学資金貸付金返還金等の債権回収業務委託に係る質問」とする 

こと。 

  エ 質疑の受付は、令和７年１１月２１日（金）１７時までとする。 



  オ 回答は、令和７年１１月２８日（金）までにメールで行う。 

 

（３）書面審査 

  ア 参加資格を満たす企画提案が５者を超えた場合は、事務局（千葉県教育庁企画管 

   理部財務課）による書面審査を行う。 

    イ 書面審査の上位５者を企画提案プレゼンテーション審査の対象とする。 

    ウ 書面審査の結果は、令和７年１２月１０日（水）までに通知する。 

 

（４）企画提案プレゼンテーション 

    ア 令和７年１２月１９日（金）を予定。時間及び場所については、文書で通知する。 

イ 時間配分は、企画提案の説明に１５分間、質疑応答に１０分間の合計２５分間 

とする。 

ウ 説明にあたっては、選定委員が先入観を持つことを排するため、社名は名乗ら 

ないこと。ただし、債権管理回収業者、弁護士、弁護士法人の別については明らか

にすること。 

  エ 評価項目、評価基準及び配点については、下表のとおりとする。 

    なお、各選定委員の評価点（素点）を順位点に換算し集計した結果、順位点の 

合計が最も高い者を最優秀提案者とする。順位点の合計が同点の場合にあっては、 

選定委員の協議により最優秀提案者を決定する。 

  ただし、各選定委員の評価点の合計が最低基準（満点の６０％）に達しなかった 

場合は選定しない。 

評価項目 評価基準 配点 

業務実施の考え方 公金の債権回収であることを踏まえ、公平性の確保や

債務者の生活に配慮して取り組むことができるか。  

１０ 

業務処理方法 効果的かつ的確な手法により債権回収することができ

るか。また、トラブル発生時の対応を的確に行えるか。 

３５ 

業務実施体制 千葉県及び全国の債権回収を適法かつ確実に実施でき

る体制が確保されているか。 

３０ 

職員の専門性 職員の知識・経験は豊富か。また、職員の資質向上の

ための取り組みを実施しているか。 

１０ 

経済性 効率的な業務運営により、成功報酬率を抑えることが

できるか。 

１０ 

業務受託実績 過去に国や地方公共団体から受託実績があり、円滑な  

処理が期待できるか。 

５ 

   オ 審査結果の通知は、令和８年１月９日（金）までに行う。 

 

 



７ 契約に関する事項 

（１）契約の締結 

   発注者は、選定された最優秀提案者と別途協議を行い、協議が整った場合に契約を  

締結する。最優秀提案者と協議が整わないときは、次点の者と契約する場合がある。 

 

（２）契約保証金 

      契約保証金は、契約締結時の委託債権額に想定回収率３０％及び成功報酬率を乗  

じた額に１００分の１０を乗じた額以上とする。なお、千葉県財務規則第９９条第２

項各号のいずれかに該当する場合は免除する。  

 

（３）契約書の作成部数 

      契約書は２通作成し、委託者と受託者の双方が各１通を保有するものとする。 

 

（４）契約書の作成費用 

      契約書の作成（変更契約も含む）に要する費用は、全て受託者の負担とする。 

 

（５）その他 

  ア 企画提案書及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国   

通貨とする。 

  イ 千葉県奨学資金貸付金返還金等の債権回収業務を委託することについて、千葉

県報に告示する。 

ウ 契約内容について疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議してこれを定め 

るものとする。 

  

８ 問合せ先 

     〒260-8662 千葉県千葉市中央区市場町 1番 1号 

                 千葉県教育庁企画管理部財務課 育英班 

                 電話：０４３－２２３－４０２７（直通） 

                 E-mail：kyzai7@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

 


